
議案第63号 

 

 

   機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和７年11月27日提出 

 

 

 

湯河原町長 内 藤 喜 文  

 

 

 

 （提案理由） 

社会情勢の変化に柔軟かつ的確に対応できる行政機能を確立するに当た

り、機構改革を実施するため、条例の制定を要するので、本案を提出する

ものです。 
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「秘書広報室 

デジタル推進室」 
「 

 
税務収納課 

防災安全課」 
「保健センター 

こども支援課」 

「まちづくり 

土木課   

課 

 」 

   機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例    

 （湯河原町課等設置条例の一部改正） 

第１条 湯河原町課等設置条例（平成27年湯河原町条例第32号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

  第１条の表中          を「秘書広報室」に、「税務収納課」を   

 

に、        を「健康こどもみらい課」に、      

 

   を「まちづくり課」に改める。 

 

  第２条の表デジタル推進室の項を削り、同表地域政策課の項中第５号を削り、

第６号を第５号とし、同項に次の３号を加える。 

   (6) 行政デジタル化に関する重要事項及び総合調整に関すること。 

(7) デジタル化の推進に関すること。 

(8) 電子計算事務に関すること。 

  第２条の表財政課の項に次の２号を加える。 

(3) 工事検査及び物件の検収に関すること。 

(4) 契約に関すること。 

第２条の表総務課の項中第４号及び第５号を削り、第６号を第４号とし、第

７号から第９号までを２号ずつ繰り上げ、同表税務収納課の項の次に次のよう

に加える。 

  防災安全課 

   (1) 防災に関すること。 

   (2) 防犯及び交通安全に関すること。 

   (3) 空き家等の対策に関すること。 

  第２条の表保健センターの項を次のように改める。 

  健康こどもみらい課 

(1) 保健衛生に関すること。 

(2) 児童福祉に関すること。 

(3) 地域福祉センター２号館に関すること。 

(4) 保育園に関すること。 

  第２条の表こども支援課の項を削り、同表まちづくり課の項に次の１号を加

える。 

   (5) 道路その他土木に関すること。 

  第２条の表土木課の項を削る。 

 （湯河原町公営企業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 湯河原町公営企業の設置等に関する条例（昭和43年湯河原町条例第５

号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「水道課、温泉課及び下水道課」を「上下水道課及び温泉課」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



 
  【参考資料】 
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機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照条文 

〇湯河原町課等設置条例の一部改正（第１条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律

第67号）第158条第１項の規定に

基づき、町長の権限に属する事務

を分掌させるため、次の課等を設

ける。 

秘書広報室 

デジタル推進室 

地域政策課 

財政課 

総務課 

税務収納課 

 

介護課 

住民課 

保健センター 

こども支援課 

社会福祉課 

まちづくり課 

土木課 

観光課 

農林水産課 

環境課 

（事務分掌） 

第２条 前条に規定する課等の事務

分掌は、おおむね次のとおりとす

る。 

秘書広報室 

(1) （略） 

   | 

(4) （略） 

デジタル推進室 

(1) 行政デジタル化に関する

重要事項及び総合調整に関

すること。 

(2) デジタル化の推進に関す

ること。 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律

第67号）第158条第１項の規定に

基づき、町長の権限に属する事務

を分掌させるため、次の課等を設

ける。 

秘書広報室 

 

地域政策課 

財政課 

総務課 

税務収納課 

防災安全課 

介護課 

住民課 

健康こどもみらい課 

 

社会福祉課 

まちづくり課 

 

観光課 

農林水産課 

環境課 

（事務分掌） 

第２条 前条に規定する課等の事務

分掌は、おおむね次のとおりとす

る。 

秘書広報室 

(1) （略） 

   | 

(4) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削る 

 

 

 

 

 



 
  【参考資料】 
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現     行 改  正  後 備 考 

(3) 電子計算事務に関するこ

と。 

地域政策課 

(1) （略） 

 | 

(4) （略） 

(5) 防災及び防犯に関するこ

と。 

(6) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

財政課 

(1) （略） 

(2) （略） 

 

 

 

総務課 

(1) （略） 

｜ 

(3) （略） 

(4) 工事検査及び物件の検収

に関すること。 

(5) 契約に関すること。 

(6) （略） 

  ｜ 

(9) （略） 

税務収納課 

(1) （略） 

   | 

(3) （略） 

 

 

 

 

 

地域政策課 

(1) （略） 

 | 

(4) （略） 

 

 

(5) （略） 

(6) 行政デジタル化に関する

重要事項及び総合調整に関

すること。 

(7) デジタル化の推進に関す

ること。 

(8) 電子計算事務に関するこ

と。 

財政課 

(1) （略） 

(2) （略） 

(3) 工事検査及び物件の検収

に関すること。 

(4) 契約に関すること。 

総務課 

(1) （略） 

| 

(3) （略） 

 

 

 

(4) （略） 

  ｜ 

(7) （略） 

税務収納課 

(1) （略） 

  | 

(3) （略） 

防災安全課 

(1) 防災に関すること。 

(2) 防犯及び交通安全に関す

 

 

 

 

 

 

削る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削る 

 

削る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  【参考資料】 
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現     行 改  正  後 備 考 

 

 

 

介護課 

(1) （略） 

(2) （略） 

住民課 

(1) （略） 

   | 

(3) （略） 

保健センター 

保健衛生に関すること。 

 

 

 

 

こども支援課 

(1) 児童福祉に関すること。 

(2) 地域福祉センター２号館

に関すること。 

(3) 保育園に関すること。 

社会福祉課 

(1) （略） 

   | 

(4) （略） 

まちづくり課 

(1) （略） 

   | 

(4) （略） 

 

 

土木課 

(1) 道路その他土木に関する

こと。 

(2) 交通安全に関すること。 

観光課 

(1) （略） 

   | 

(3) （略） 

ること。 

(3) 空き家等の対策に関する

こと。 

介護課 

(1) （略） 

(2) （略） 

住民課 

(1) （略） 

| 

(3) （略） 

健康こどもみらい課 

(1) 保健衛生に関すること。 

(2) 児童福祉に関すること。 

(3) 地域福祉センター２号館

に関すること。 

(4) 保育園に関すること。 

 

 

 

 

 

社会福祉課 

(1) （略） 

   | 

(4) （略） 

まちづくり課 

(1) （略） 

   | 

(4) （略） 

(5) 道路その他土木に関する

こと。 

 

 

 

 

観光課 

(1) （略） 

   | 

(3) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削る 



 
  【参考資料】 
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現     行 改  正  後 備 考 

農林水産課 

（略） 

環境課 

(1) （略） 

(2) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

農林水産課 

（略） 

環境課 

(1) （略） 

(2) （略） 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日か

ら施行する。 

 



 
  【参考資料】 
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〇湯河原町公営企業の設置等に関する条例の一部改正（第２条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

（組織） 

第５条 （略） 

２ 法第14条の規定に基づき、管理

者の職務を行う町長（以下「町長」

という。）の権限に属する事務を

処理させるため、水道課、温泉課

及び下水道課を置く。 

 

（組織） 

第５条 （略） 

２ 法第14条の規定に基づき、管理

者の職務を行う町長（以下「町長」

という。）の権限に属する事務を

処理させるため、上下水道課及び

温泉課を置く。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日か

ら施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



機構改革について

【令和７年11月１日現在】　 【令和８年４月１日（案）】

【町長部局】 【町長部局】

【参考資料２】

環 境 課

総 務 課

おにわ保育園

まさご保育園

たちばな保育園

みやのうえ保育園

施設係
まちづくり課

介護保険係

福
祉
グ
ル
ー

プ

企画係

計画係

防災係

振興係

商工係

施設係

管財係

児童福祉係

社会福祉係
社会福祉課

行政・文書係

庶務係

財 政 課 財政係

職員係

ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー

プ

政
策
グ
ル
ー

プ

総
務
グ
ル
ー

プ

秘書広報室

地域政策課

観 光 課

障がい福祉係

介 護 課 介護予防係

課税係

資産税係

滞納整理係

税 務 収 納 課

地域包括支援係

こども支援課

住 民 課

保健センター

町
　
長

副
　
町
　
長

介 護 課

収納管理係

業務係

湯河原町真鶴町衛生組合へ派遣

交通安全係

用地係土 木 課

土木係

保全係

町
　
長

副
　
町
　
長

（兼農業委員会事務局）
農林水産課

施設係

保育園

健康指導係

保険年金係

保健予防係

戸籍住民係

振興係

企画係
地域政策課

振興係
観 光 課

駅前観光案内所

財政係

デジタル推進係

駅前観光案内所

（兼選挙管理委員会書記）
（兼固定資産評価審査委員会書記）

（兼選挙管理委員会書記）
（兼固定資産評価審査委員会書記）

管財係

庶務係

総 務 課 行政・文書係

財 政 課

税 務 収 納 課
資産税係

（兼監査委員書記）

職員係

児童福祉係
まさご保育園

保育園

社会福祉係
みやのうえ保育園

障がい福祉係

おにわ保育園

施設係

保全係

たちばな保育園

健康指導係

社会福祉課

戸籍住民係
住 民 課

保険年金係

（兼農業委員会事務局）

まちづくり課

保健予防係

農林水産課

健康こどもみらい課

福
祉
グ
ル
ー

プ

ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー

プ

湯河原町真鶴町衛生組合へ派遣

政
策
グ
ル
ー

プ

業務係
環 境 課

デジタル推進室

収納係

計画係

施設係

土木係

用地係

振興係

高齢者福祉係

介護保険係

防災係

生活安全係
防災安全課

課税係

総
務
グ
ル
ー

プ

商工係

（兼監査委員書記）

秘書広報室
室から係へ改編

防災安全課へ改編

振興係へ統合

滞納整理係と収納管理係を統合

介護予防係と地域包括支援係を統合

保健センターとこども支援課を統合

まちづくり課、防災安全課へ改編

土木係、用地係・・・まちづくり課土木係、用地係

交通安全係・・・・・・防災安全課生活安全係
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【議会】 【議会】

【消防】 【消防】

【教育委員会】 【教育委員会】

【参考資料２】

議 長

東台福浦小学校

湯河原中学校

警防救急係

管理係図 書 館

教
育
長

美 術 館 管理係

学校教育課
教育指導係

吉浜小学校
管理係

真鶴分署警備係

湯河原小学校

教
育
グ
ル
ー

プ

福浦幼稚園

社会教育・青少年係
社会教育課

スポーツ振興係

消 防 署 第２部隊 情報指令係

第３部隊 奥湯河原分署警備係

警備係
消 防 長 警 防 課

救助係

第１部隊 救急係

予防係

消防団係
消防総務課

総務係

議 会 事 務 局

温 泉 課
施設係

管理係
下 水 道 課

施設係

施設係

企
業
グ
ル
ー

プ

管理係

管理係

企
業
グ
ル
ー

プ 温 泉 課
施設係

管理係
水 道 課

救助係

議 会 事 務 局議 長

上水道施設係

下水道施設係

上下水道課

管理係

会計管理者 出納室会計課 会計管理者 出納室会計課

救急係

消 防 署 第２部隊 情報指令係

第３部隊 奥湯河原分署警備係

第１部隊

予防係 警備係

総務係
消防総務課

消防団係

教
育
グ
ル
ー

プ

教
育
長

真鶴分署警備係

湯河原小学校

吉浜小学校
管理係

学校教育課 東台福浦小学校
教育指導係

湯河原中学校

福浦幼稚園

社会教育・青少年係

消 防 長 警 防 課
警防救急係

美 術 館 管理係

図 書 館 管理係

社会教育課
スポーツ振興係

水道課と下水道課を統合
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